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序

久留米市は、筑後川により形成された筑紫平野の中央に位置し、交通の要衝として発展して

きました。筑後川の水や耳納山地の緑など豊かな自然にも恵まれ、人々は古来より多くの歴史

を紡ぎ、文化を創造してきました。

中でも奈良・平安時代には筑後国を統括する国府が置かれ、筑後国の中心地としての地位を

占め、現在の久留米市発展の礎となりました。

筑後国府跡の発掘調査は、昭和 36 年 (1961) に九州大学考古学教室によって始まり、昭和 47 

年（1972）からは久留米市教育委員会が主体となって実施しています。長年の調査・研究は、

それまでの国府のイメージを変え、その実態を明らかにしてきました。その成果によって、平

成８年 (1996) に国史跡に指定され、さらに３度の追加指定がなされています。

久留米市では、この貴重な歴史遺産である筑後国府跡を、将来にわたって確実に保存し継承

していくため、基本的な考え方を示した『史跡筑後国府跡保存活用計画』を令和元年度に策定

しました。今回策定した『史跡筑後国府跡整備基本計画』は、保存活用計画に基づき史跡筑後

国府跡の保存・活用の方針や具体的な方策を示したものです。

協議した筑後国府跡の調査・研究を継続しつつ、地域・市民・行政が連携しながら、ともに

保存管理を充実し、活用・整備の具体化を図り、本市のまちづくりにとって重要な歴史遺産と

して活かして参ります。

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、筑後国府跡の調査から保存に対し、深いご理

解とご協力、貴重なご意見をいただきました地域住民や市民の皆様、ならびにご助言やご協力

を賜りました史跡筑後国府跡整備指導委員会、文化庁、福岡県教育庁教育総務部文化財保護課、

九州歴史資料館の関係各位に対し、心から感謝申し上げます。

令和８年３月３１日

久留米市教育委員会　　

教育長　井　上　謙　介



例　　言
１．『史跡筑後国府跡整備基本計画』は、久留米市教育委員会が令和５～７年度の３か年で策定した。

２．本計画の策定は久留米市教育委員会が事業主体となり、久留米市市民文化部文化財保護課が
行った。策定にあたっては、史跡筑後国府跡整備指導委員会、文化庁文化資源活用課、福岡
県教育庁文化財保護課、九州歴史資料館の指導・助言のもと、国庫補助事業（令和６・７年
度の歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業）として実施した。

３．本事業の実施にあたっては、史跡筑後国府跡整備指導委員会を設置し、事務局は久留米市市
民文化部文化財保護課が担当した。

４．本計画の執筆・編集は、史跡筑後国府跡整備指導委員会において協議・検討した内容をもとに、
株式会社都市環境研究所九州事務所の支援を受け、事務局が行った。

５．本計画に関する主な学術用語は下記の通りである。
　国 府　 古代日本の律令国家が国ごとに設置した地域支配の政治的拠点。

　官 衙　 古代における役所の総称。

　政庁（国庁）　 国府の中枢施設。儀式・饗宴または政務の場として機能した。久留米市合川町周辺では政
庁が三度移転したことが判明している。各政庁を成立順にⅠ期政庁からⅣ期政庁と呼称す
る。詳細は次の通りである。国庁は国府政庁の略。

名　称 所　在　地　区 時　期

Ⅰ期政庁 字古宮周辺 ７世紀末頃から８世紀中頃

Ⅱ期政庁 字阿弥陀周辺 ８世紀中頃から 10 世紀中頃

Ⅲ期政庁 字朝妻周辺 10 世紀中頃から 11 世紀後半

Ⅳ期政庁 字横道周辺 11 世紀後半から 12 世紀後半

　前 身 官 衙　 筑後国府の前身となる官衙で、７世紀中頃に成立したと考えられる。７世紀末頃の筑後国
成立に伴い、国府成立の前提となった。

　曹 司　 政庁の周囲に設けられた国の行政事務や維持・管理・運営に関わる役所群。

　国 衙　 政庁とその周辺に造営された曹司群を含む範囲。

　国 司 館　 国府の長官である国司の屋敷。筑後国府跡では９世紀中頃～後半の国司館跡が発見された。

　国 府 域　 国府に従事する人々の住まい等を包括した範囲。

６．本文中の写真はすべて市文化財保護課の撮影による。そのほかの図などについては本文中に
出典を明記した。

７．本計画は、令和７年 12 月時点のものである。
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